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■事業報告

１．当社グループの現況に関する事項

財産及び損益の状況の推移

区 分
第41期

2017年６月期
第42期

2018年６月期
第43期

2019年６月期

第44期
当連結会計年度
2020年６月期

売 上 高 (百万円) 30,291 32,231 33,965 37,739

経 常 利 益 (百万円) 463 363 723 1,125

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 300 137 368 643

１株当たり当期純利益 (円) 56.28 25.77 69.04 120.72

純 資 産 (百万円) 12,190 12,104 12,297 12,693

総 資 産 (百万円) 19,588 22,947 22,532 22,868

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 2,274.65 2,251.24 2,284.68 2,355.60

(注) １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、自己
株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社グループの取締役及び使用人等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

イ. 当社は、（当社の事業活動に関連するあらゆる）法令及び定款に基づき、適正に会社運営を

行うため、組織規程、事務関係規程等の規程類を定め、取締役及び使用人はこれらの規程類

に則り職務を遂行する。

ロ. 取締役会は、定期的にこれを開催し、取締役会規程に定める重要事項の決議事項に関し、法

令及び定款に適合することを確認した上で業務執行についての重要事項を決定する。

ハ. 監査等委員及び監査等委員会は、監査基準及び監査計画に基づき、当社グループの取締役

（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の業務執行状況について法令及び定款の遵守

状況の監査を行う。

ニ. コンプライアンス委員会は、当社グループの社員等が業務執行に際し、法令及び定款を遵守

しているかどうかをチェックする。

ホ. 内部通報制度に基づき、社員等は、業務の執行に関して当社グループに在籍する社員等が法

令及び定款に違反し、社会並びに当社に不利益を及ぼす疑いのある事象を発見した場合は、

所定の通報先に通報する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ. 当社の取締役の職務の執行に係る情報（株主総会議事録、取締役会議事録等）は、取締役会

規程、文書管理規程、規程等管理規程等の定めに従い記録した後、適切に保存及び管理す

る。

ロ. 記録された情報は、取締役は常時閲覧できるものとする。

ハ. 法令又は証券取引所の適時開示規則に則り、開示すべき情報は、速やかに開示を行う。
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③ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告の体制

イ. 代表取締役は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、関係会社に四半期ごとに経

営状況の報告を求め、必要に応じて訪問指導する。

ロ. 当社は、当社の取締役及び執行役員を加えた経営会議を開催し、業務執行に関する重要事項

の報告と協議を行う。

④ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ. 当社グループにおけるリスク管理は、リスク管理規程に基づいてリスク管理委員会が担当す

る。

ロ. リスク管理委員会は、リスク管理に関する方針、体制及び対策の検討を行うとともに、当社

グループに重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に備えたリスク管理計画の策定及

び運用に関する事項を整備し、損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行うものとす

る。

⑤ 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役

会を定期的に開催し、重要事項の決定を行う。

ロ. 取締役会の機能を強化するため、当社の取締役及び執行役員を加えた経営会議を開催し、業

務執行に関わる意思決定を機動的に行う。

ハ. 取締役会は、当社グループにおける中長期的な経営方針を策定し、それに基づく年度計画・

予算の審議、決定を行う。年度計画・予算については、月次並びに四半期管理を実施する。

ニ. 取締役会の決定に基づく業務執行は、組織規程、職務権限規程等により適切に権限委譲され

ており、それぞれの部門の責任者が効率的に執行する。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 当社は企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、代表取締

役が関係会社を統括する。

ロ. 代表取締役は関係会社管理規程に定める管理方針に従い、関係会社の自主性を尊重しつつ関

係会社の管理を行う。

ハ. 内部監査室は、当社及び関係会社の内部監査を実施し、その結果を当社の代表取締役に報告

の上、必要に応じて被監査部門の責任者に対して、内部統制の改善策についての助言を行

う。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び取締役からの独立性に関

する事項

イ. 当社は監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会

は代表取締役と協議をし、補助すべき使用人を指名することができる。

ロ. 指名された補助使用人の指揮権は、補助すべき期間中、監査等委員会に委譲されたものと

し、当該期間中の補助使用人の評価は監査等委員会が行う。

ハ. 補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の同意を得た上で取締

役会が決定する。
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⑧ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報告するための体

制

イ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、並びに当社の子会社の取締役等及

び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法令に定める事項

に加え、「監査等委員会監査の実効性確保に関する規程」に定める内容を速やかに報告する。

ロ. 当社は、イ．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよ

う管理する。

ハ. 報告の方法については、「監査等委員会監査の実効性確保に関する規程」に定める方法によ

る。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ. 監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会や経営

会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧

し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に説明を求めることができる。

ロ. 監査等委員は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）や重要な使用人との個別ヒアリ

ングの機会を定期的に設けるとともに、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に

意見交換会を開催する。

ハ. 監査等委員会の職務の執行に関する監査等委員の職務の執行について生ずる費用等に関し法

令に従い適切に処理する。

⑩ 財務報告の適正性を確保するための体制の整備

　財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた

め、内部統制システムの構築を行うとともに、当該システムと金融商品取引法及びその他の関係

法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社及び当社グループは、法令を遵守し、公正で透明な取引を行うとともに、豊かで活力ある

市民社会にふさわしい良識ある企業活動に努めると同時に社会秩序や健全な企業活動に悪影響を

及ぼす反社会的活動には断固たる態度で臨む。

＜反社会的勢力排除に向けた整備状況＞

イ. 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

総務部総務課を反社会的勢力対応統括部署とし、総務課管理職を不当要求防止責任者に任

命、設置している。

ロ. 外部の専門機関との連携状況

反社会的勢力による不当要求に備え、平素より所轄警察署、暴力追放運動推進センター及び

顧問弁護士事務所等の外部機関と連携を取っている。

ハ. 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

平素より対応統括部署を中心として、暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の

暴力団排除協議会等が行う地域や職域の反社会的勢力排除活動に参加し情報の収集・管理に

努めている。

ニ. 対応マニュアル等の整備状況

当社では、「株式会社湖池屋反社会的勢力対応マニュアル」を策定し、役員及び従業員に本

マニュアルの記載内容を十分に理解し日々の業務に臨むことを要請している。また、反社会

的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引

約款に「反社会的勢力条項」を織り込むとともに、可能な範囲で自社株の取引状況を確認し

ている。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 監査等委員会設置会社への移行

　取締役会における監査・監督機能強化による、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指

し、企業価値の向上を実現することを目的として、2015年９月29日付で、当社は監査等委員会設

置会社に移行し、社外取締役２名の設置をしております。

　当該状況の中で、⑤に記載するとおり、監査等委員会はその機能を発揮しております。

② 内部統制システム構築の基本方針の一部改訂

　当社は、2016年９月28日開催の取締役会において、同年10月１日付で内部統制システム構築の

基本方針の一部を改訂することを決議し、社外に開示するとともに、当社グループの取締役及び

使用人等に周知の徹底を図っております。

③ コンプライアンス体制の充実

　当社グループでは、コンプライアンス委員会が中心となり、当社グループのコンプライアンス

の実施を図っております。また、当社グループの事業に関係する法令改正に際しては、コンプラ

イアンス委員会と関連部署が連携して、法令及び定款を遵守するための取り組みとして、社内研

修での教育や会議体での説明などを継続的に行っております。当事業年度におきましては、コン

プライアンス違反撲滅宣言を実施し、インターネットを利用したコンプライアンス研修を従業員

に行いました。

④ リスク管理体制の充実

　昨今の食品への異物混入や表示偽装等の頻発に鑑み、当社グループでは製造工程での設備更新

を行うとともに、更なる「安全・安心」のため食品安全認証に向けた取り組みを進め、2017年6

月期に当社国内工場において、FSSC22000を取得いたしました。また、2019年6月期にKoikeya

Vietnam Co., Ltd.の工場において、ISO22000を取得いたしました。当事業年度においては、新

型コロナウイルスの感染対策のため、在宅勤務やオフピーク通勤などの体制を急速に進め、従業

員の安全確保及び安定的な事業継続に努めました。

⑤ 監査等委員会の監査体制

　当社の監査等委員会を構成する監査等委員である取締役（社外取締役２名を含む。）は、取締

役会や、当社の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、内部

監査室や会計監査人と緊密に連携することで、監査等委員会の監査の成果を高めております。ま

た、監査等委員である取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取

締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。

⑥ 各種承認業務へのワークフローシステムの導入

　当社では2019年6月期、社内の各種承認オペレーションを見直し、電子ワークフローシステム

を導入しましたが、当事業年度においても、電子ワークフローシステムの利用拡大を実施し、さ

らなるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の充実を図りました。また、電子ワークフロー

システムの拡大は、新型コロナウイルス感染対策のための在宅勤務体制構築に大きく貢献しまし

た。
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■連結計算書類

連結株主資本等変動計算書

（2019年７月１日から2020年６月30日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,269 2,153 7,887 △2 12,309

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △213 △213

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

643 643

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 430 △0 430

当 期 末 残 高 2,269 2,153 8,318 △2 12,739

　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配

株 主 持 分
純資産合計そ の 他

有 価 証 券

評価差額金

為 替 換 算

調 整 勘 定

退 職 給 付 に

係 る 調 整

累 計 額

そ の 他 の

包 括 利 益

累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 40 △57 △105 △122 110 12,297

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △213

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

643

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

△21 △43 13 △52 18 △33

当 期 変 動 額 合 計 △21 △43 13 △52 18 396

当 期 末 残 高 18 △101 △91 △174 128 12,693

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 ３社

②連結子会社の名称 台湾湖池屋股份有限公司

Koikeya Vietnam Co., Ltd.

KOIKEYA (THAILAND) CO., LTD.

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社数 １社

②関連会社の名称 日清湖池屋（中国・香港）有限公司

③持分法適用手続に関する特記事項 　持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の

事業年度に係る計算書類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度に関する事項 　連結子会社である台湾湖池屋股份有限公司、Koikeya Vietnam Co.,

Ltd.及びKOIKEYA (THAILAND) CO., LTD.の決算日は３月31日でありま

す。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使

用しております。なお、連結決算日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.その他有価証券

・時価のあるもの 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。

・時価のないもの 　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．たな卸資産

・商品、製品、仕掛品、原材料 　移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

・貯蔵品 　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ.有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。(ただし、当社は1998年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定

額法によっております。）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物及び構築物 15～50年

・機械装置及び運搬具 ６～10年

ロ.無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・自社利用のソフトウエア ５年

ハ.リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準

イ.貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ.賞与引当金 　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上

しております。
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④その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ.重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等

の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており

ます。

ロ.消費税等の会計処理 　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

ハ.退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法 　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によってお

ります。

・数理計算上の差異及び過去勤務

　費用の費用処理方法

　過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生した翌連結会計年度から費用処理しております。

　

２．会計方針の変更

　当社の在外連結子会社は、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」（以下「IFRS第16号」）を適用しております。

IFRS第16号の適用により、借手のリース取引については、原則として全てのリースについて資産及び負債を認識して

おります。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用開

始日に認識する方法を採用しております。なお、当該会計基準の適用による連結計算書類に与える影響は軽微であり

ます。

３．追加情報

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、2019年９月26日開催の第43回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打ち

切り支給を決議いたしました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分328百

万円を固定負債の「長期未払金」として表示しております。

４．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 15,417百万円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の総数 普通株式 5,335,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

2019年８月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当の総額 213百万円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 40円

・基準日 2019年６月30日

・効力発生日 2019年９月10日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2020年８月７日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当の総額 240百万円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 45円

・基準日 2020年６月30日

・効力発生日 2020年９月14日
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産を中心に運用し、投機的な取引は行わない方針で

あります。また、資金調達が必要な場合には、主に銀行等金融機関からの借入により行う方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、販売及び与信に関わ

る管理規程に基づき、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、取引先の信用状況を定期的にモニタリング

し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式、余資運用の債券及び投資信託であり、市場価

格の変動リスクに晒されております。株式及び債券並びに投資信託の変動リスク管理は、定期的に時価や発行体

の財務状況等を把握しております。

　買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

　また、当社グループでは各社の資金繰計画を適時に作成・更新するなどの方法により、資金調達に係る流動性

リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）について管理しております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によるものであります。市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込むため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注）2.をご参照

ください。）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

(1) 現金及び預金 3,925 3,925 －

(2) 受取手形及び売掛金 6,232 6,232 －

(3) 投資有価証券 649 649 －

資産計 10,806 10,806 －

(1) 買掛金 3,183 3,183 －

(2) 未払金 3,424 3,424 －

(3) 未払法人税等 427 427 －

負債計 7,035 7,035 －

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっ

ております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

　当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（百万円)

非上場株式 364

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、

「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
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3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 3,925 － － －

受取手形及び売掛金 6,232 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期
があるもの

　 債券(社債) － 600 － －

合計 10,157 600 － －

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,355円60銭

(2) １株当たり当期純利益 120円72銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

９．その他の注記

　該当事項はありません。

― 9 ―



■計算書類

株主資本等変動計算書

（2019年７月１日から2020年６月30日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,269 563 6,268 6,832 3 3,730 3,734 △2 12,834

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △213 △213 △213

当 期 純 利 益 921 921 921

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当期変動額合計 － － － － － 708 708 △0 708

当 期 末 残 高 2,269 563 6,268 6,832 3 4,439 4,443 △2 13,542

　
評 価 ・ 換 算 差

額 等
純 資 産
合 計

その他有価
証券評価差額

金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 40 40 12,874

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △213

当 期 純 利 益 921

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

△21 △21 △21

当 期 変 動 額 合 計 △21 △21 686

当 期 末 残 高 18 18 13,560

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

― 10 ―



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式及び関連会社株式 　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの 　移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、製品、仕掛品、原材料 　移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

・貯蔵品 　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く）

　定率法を採用しております。（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物 15～50年

・機械及び装置 ６～10年

②無形固定資産(リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・商標権 10年

・自社利用のソフトウエア ５年

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

③退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生した翌事業年度から費用処理しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理 　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

②退職給付に係る会計処理 　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会

計処理の方法は連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっ

ております。
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２．追加情報

　 (役員退職慰労金制度の廃止)

　当社は、2019年９月26日開催の第43回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打ち

切り支給を決議いたしました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分328百

万円を固定負債の「長期未払金」として表示しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 15,287百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 17百万円

短期金銭債務 151百万円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 59百万円

仕入高 1,464百万円

その他の営業費用 7百万円

営業取引以外の取引高 1百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 873株

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 31百万円

退職給付引当金否認額 511百万円

未払金否認額 539百万円

減損損失 6百万円

その他 59百万円

繰延税金資産小計 1,148百万円

評価性引当額 △121百万円

繰延税金資産合計 1,026百万円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △7百万円

その他 △1百万円

繰延税金負債合計 △8百万円

繰延税金資産の純額 1,017百万円

７．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,542円27銭

(2) １株当たり当期純利益 172円83銭

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

10．その他の注記

　該当事項はありません。
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